
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

技
術
的
保
護
手
段
に
係
る
規
定
の
改
正

技
術
的
保
護
手
段
の
範
囲
に
、
著
作
物
等
の
利
用
に
用
い
ら
れ
る
機
器
が
特
定
の
変
換
を
必
要
と
す
る
よ
う
著
作
物
、
実

演
、
レ
コ
ー
ド
又
は
放
送
若
し
く
は
有
線
放
送
に
係
る
音
若
し
く
は
影
像
を
変
換
し
て
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
又
は
送
信
す

る
方
式
を
加
え
る
と
と
も
に
、
技
術
的
保
護
手
段
の
回
避
に
係
る
罰
則
規
定
等
に
つ
い
て
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
、
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
百
二
十
条
の
二
第
一
号
関
係
）

第
二

著
作
者
人
格
権
等
に
係
る
規
定
の
改
正

一

著
作
者
が
行
政
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
地
方
独
立
行
政
法
人
に
提
供
し
た
未
公
表
著
作

物
に
係
る
歴
史
公
文
書
等
が
国
立
公
文
書
館
等
若
し
く
は
地
方
公
文
書
館
等
に
移
管
さ
れ
た
場
合
、
又
は
著
作
者
が
未
公

表
著
作
物
を
国
立
公
文
書
館
等
若
し
く
は
地
方
公
文
書
館
等
に
提
供
し
た
場
合
、
国
立
公
文
書
館
等
の
長
又
は
地
方
公
文

書
館
等
の
長
が
当
該
著
作
物
を
公
衆
に
提
供
し
、
又
は
提
示
す
る
こ
と
に
つ
い
て
著
作
者
は
同
意
し
た
も
の
と
み
な
す
こ

と
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
国
立
公
文
書
館
等
の
長
又
は
地
方
公
文
書
館
等
の
長
が
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
五
条
第
一
号
ロ
若
し
く
は
ハ
若
し
く
は
同
条
第
二
号
た
だ
し
書
に
規



定
す
る
情
報
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
情
報
又
は
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
五
条
第
一
号
ロ
若
し
く
は
ハ
若
し
く
は
同
条
第
二
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
情
報
が
記
録

さ
れ
て
い
る
未
公
表
著
作
物
を
公
衆
に
提
供
し
、
又
は
提
示
す
る
と
き
は
、
公
表
権
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
関
係
）

二

国
立
公
文
書
館
等
の
長
又
は
地
方
公
文
書
館
等
の
長
が
著
作
物
又
は
実
演
を
公
衆
に
提
供
し
、
又
は
提
示
す
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
著
作
物
又
は
実
演
に
つ
き
既
に
そ
の
著
作
者
又
は
実
演
家
が
表
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
著
作
者
名

又
は
実
演
家
名
を
表
示
す
る
と
き
は
、
氏
名
表
示
権
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
第
四
項
第
三
号
及
び
第
九
十
条
の
二
第
四
項
第
三
号
関
係
）

第
三

権
利
制
限
規
定
の
改
正

一

写
真
の
撮
影
等
の
方
法
に
よ
っ
て
著
作
物
を
創
作
す
る
に
当
た
っ
て
、
当
該
著
作
物
（
写
真
等
著
作
物
）
に
係
る
写
真

の
撮
影
等
の
対
象
と
す
る
事
物
等
か
ら
分
離
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
付
随
し
て
対
象
と
な
る
事
物
等
に
係
る
他
の

著
作
物
（
付
随
対
象
著
作
物
）
は
、
当
該
創
作
に
伴
っ
て
複
製
又
は
翻
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、

複
製
又
は
翻
案
さ
れ
た
付
随
対
象
著
作
物
は
、
写
真
等
著
作
物
の
利
用
に
伴
っ
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る



こ
と
。

（
第
三
十
条
の
二
関
係
）

二

著
作
権
者
の
許
諾
を
得
て
、
又
は
裁
定
を
受
け
て
著
作
物
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
れ
ら
の
利
用
に
つ
い
て
の

検
討
の
過
程
に
お
け
る
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当

該
著
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
の
三
関
係
）

三

公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
、
著
作
物
の
録
音
、
録
画
そ
の
他
の
利
用
に
係
る
技
術
の
開
発
又
は
実
用
化
の
た
め
の
試
験
の

用
に
供
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
の
四
関
係
）

四

国
立
国
会
図
書
館
は
、
絶
版
等
資
料
に
係
る
著
作
物
に
つ
い
て
、
図
書
館
等
に
お
い
て
公
衆
に
提
示
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
場
合
に
は
、
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
当
該
著
作
物
の
複
製
物
を
用
い
て
自
動
公
衆
送
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
、
当
該
図
書
館
等
に
お
い
て
は
、
そ
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
事
業
と
し
て
、
当
該
図
書
館
等
の
利
用
者
の
求

め
に
応
じ
、
そ
の
調
査
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
自
動
公
衆
送
信
さ
れ
る
当
該
著
作
物
の
一
部
分
の
複
製
物
を
作
成

し
、
当
該
複
製
物
を
一
人
に
つ
き
一
部
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
一
条
第
三
項
関
係
）

五

国
立
公
文
書
館
等
の
長
又
は
地
方
公
文
書
館
等
の
長
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第



六
十
六
号
）
の
規
定
又
は
公
文
書
管
理
条
例
の
規
定
に
よ
り
歴
史
公
文
書
等
を
保
存
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、

必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
歴
史
公
文
書
等
に
係
る
著
作
物
を
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ

と
。
ま
た
、
国
立
公
文
書
館
等
の
長
又
は
地
方
公
文
書
館
等
の
長
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
の
規
定
又
は
公

文
書
管
理
条
例
の
規
定
に
よ
り
著
作
物
を
公
衆
に
提
供
し
、
又
は
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、
必
要
と
認

め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
著
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
二
条
の
三
関
係
）

六

著
作
物
は
、
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
情
報
を
提
供
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
提
供
を
円
滑
か
つ

効
率
的
に
行
う
た
め
の
準
備
に
必
要
な
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度

に
お
い
て
、
記
録
媒
体
へ
の
記
録
又
は
翻
案
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
七
条
の
九
関
係
）

七

二
か
ら
六
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
著
作
物
の
複
製
物
を
こ
れ
ら
の
規
定
の
目
的
以
外
の
目
的
で
利

用
し
た
場
合
の
取
扱
い
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
第
四
十
九
条
等
関
係
）

第
四

そ
の
他

そ
の
他
関
係
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
五

附
則
関
係



一

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
、
第
二
及
び
第
三
の
五
に
関
す
る
規

定
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
関
係
）


